




 

がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号) 一部抜粋 

 

(都道府県知事による利用等) 

第十八条 都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究

のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道府県が

ん情報又はこれに係る特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に提供することができる。こ

の場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。 

一 当該都道府県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二

条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次号及び次条第一項において同じ。) 

二 当該都道府県若しくは当該都道府県が設立した地方独立行政法人から当該都道府県のがん対策の

企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託を受けた者又は当該都道府県若しくは当

該都道府県が設立した地方独立行政法人と共同して当該がんに係る調査研究を行う者 

三 前号に掲げる者に準ずる者として当該都道府県知事が定める者 

２ 都道府県知事は、前項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定め、又は同項の規

定による利用若しくは提供を行おうとするときは、あらかじめ、審議会その他の合議制の機関の意見

を聴かなければならない。 

３ 前項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員その他の構成員には、がん、がん医療等又はが

んの予防に関する学識経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるもの

とする。 

 

 

宮崎県がん情報の提供に関する事務処理要領（令和 5 年 4 月１日健康増進課定め） 一部抜粋 

 

（提供依頼申出者からの申出文書の受付及び形式の点検） 

第６条 法第 18 条、第 19 条、第 21 条第 8 項又は同条第９項の規定による提供依頼の申出は、申出書

（別記様式第２号）に次に掲げる書類を添付して、窓口組織に提出して行うものとする。 

(1) 誓約書（別記様式第２号の３） 

(2) 研究計画書 

(3) 利用目的が都道府県、市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんの調査研究である場合

は、そのことを証明する書類（別記様式第３号） 

(4) 調査研究を委託する場合は、委託契約書等又はその代替文書（別記様式第４号） 

(5) 調査研究の一部を委託する場合は、委託契約書等又はその代替文書（別記様式第４号の２） 

(6) 法第 21 条第８項に該当する場合は、提供依頼申出者が、がんに係る調査研究であってがん医療

の質の向上等に資するものの実績を２以上有することを証明する書類（例：学術論文、報告書等） 

(7) 法第 21 条第８項第４号に該当する場合は、がんに罹患した者への同意取得説明文書及び同意書

又は法附則第２条に該当していることがわかる書類 

(8) その他知事が必要と認める書類 

２・３ ［略］ 

（参考） 



 

 

（審査） 

第７条 窓口組織は、受領した申出文書が前条第３項の規定により行う形式の点検に適合した場合は、

当該申出の受領について、知事に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知があった場合には、申出内容の審査を行い、審査結果を窓口組織に連絡するも

のとする。 

３ 知事は、宮崎県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報を利用又は提供を行おうとするときは、あ

らかじめ、審議会に諮問するものとする。ただし、法第 20条の規定による宮崎県がん情報の提供につ

いてはこの限りでない。 

４ 知事は、宮崎県がん情報の匿名化又は当該匿名化を行った情報の提供を行おうとするときは、あら

かじめ、審議会に諮問するものとする。 

５ 審議会は、前２項の規定により知事の諮問を受けたときは、審査報告書（別記様式５の２）を作成

するものとする。 

６ 審議会は、申出文書を基に審査を行うものとする。ただし、申出内容が専門的である等の事情によ

り、申出文書に記載されている内容だけでは十分に審査ができないとされる場合においては、提供依

頼申出者の立ち会いのもと、当該者への質疑を踏まえて審査を行うことができるものとする。 

宮崎県がん情報又は匿名化が行われた宮崎県がん情報の提供に該当する申出の場合は、審議会等の

長が必要と判断した場合に、提供依頼申出者を参考人として出席させる等の対応を行う。 

審議会等は、必要があると認める場合には、提供依頼申出者に対し、資料の追加・修正を求めた上

で、再度審査を行うことができる。 

 

 

宮崎県がん情報の提供の利用規約（令和５年４月１日宮崎県福祉保健部健康増進課定め） 一部抜粋 

 

12 成果の公表 

(1) 利用者は、情報を利用した成果を、申出文書に記載した予定時期までに公表するものとする。 

(2) ［略］ 

(3) (1)の公表に当たっては、利用者は、原則、以下のアからオその他の適切な措置を講じることで、

公表される調査研究の成果によって、特定の個人又は病院等が第三者に識別されないようにするも

のとする。ただし、個人の同意、市町村又は病院等の個別の了承がある場合又は審議会が特に認め

る場合はこの限りでない。 

ア ［略］ 

イ がん種別、年齢別、市町村別、病院等別の単体又は他の登録情報と組み合わせによる集計値が、

１件以上 10件未満の場合は、原則として秘匿とすること。 

ウ～オ ［略］ 

(4)～(6) ［略］ 


